
公募公告 

 

令和８年度福井県公共施設マネジメント技術支援業務委託に関する企画提案書の提出を求めるので、次の

通り公告する。 

 

   令和８年３月１１日 

 

                            福井県知事 石田 嵩人 

 

１ 企画提案書の提出を求める事項 

（１） 業務名    令和８年度福井県公共施設マネジメント技術支援業務委託 

（２） 業務内容    別添「令和８年度福井県公共施設マネジメント技術支援業務委託仕様書」のとおり 

（３） 履行期間    令和８年６月１日から令和９年３月３１日まで 

（４） 委託上限額   委託金額の上限は、27,３46千円（消費税および地方消費税相当分を含む。） 

          とする。 

 

２ 応募資格 

この企画提案に応募できる者は、次の資格要件の全てを満たすこととする。 

(1) 福井県財務規則（昭和３９年４月１日福井県規則第１１号）第１４６条の規定に基づき福井県競争入札参

加資格者名簿に登載された者であること。 

※ 福井県の競争入札参加資格を有していない場合においても、同条に規定する競争入札参加資格の

申請を提出済みであれば、本業務委託の参加資格を有するものとして取り扱う。ただし、審査委員

会の開催時点で競争入札参加資格の認定を受けていない場合は、本件に関する参加資格を喪失す

る。 

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者でないこと。 

（３） 現に県の指名停止措置を受けている者でないこと。 

（４） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立ておよび民事再生法（平成１１年

法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

（５） 福井県のすべての県税ならびに消費税および地方消費税において未納がない者であること。 

（6） 次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。 

ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時契

約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であ

る者 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以

下同じ。）である者 

ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をも

って、暴力団または暴力団員の利用等をしている者 



エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供用するなど直接的もし

くは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者 

オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

  （7） 過去 10年以内に類似業務の業務実績を有する者であること。 

 

３ 各種様式等の配布方法 

参加申請書等各種様式や、本企画提案に参加するために必要となる様式集等は福井県財産活用課ホー

ムページ上で交付する。 

 

４ スケジュール 

内容 期日 

公募開始 令和８年３月１１日（水） 

参加申込期間 令和８年３月１１日（水）～令和８年３月２４日（火）１７時まで 

質問受付期間 令和８年３月１１日（水）～令和８年３月２４日（火）１７時まで 

質問回答期間 令和８年３月２７日（金）までに回答 

参加資格結果通知 令和８年３月２７日（金）までに回答 

企画提案書の提出期限 令和８年４月９日（木）１７時まで 

 

５ 参加申請書について 

  （１）提出書類（正本１部） 

ア 参加申請書（様式第１号） 

イ 会社概要書（様式第２号） 

ウ 業務実績調書（様式第３号） 

エ 配置予定技術者調書（管理技術者、担当技術者）（様式第４号） 

オ 業務実施体制調書（様式第５号）   

（２）提出期限 令和８年３月２４日（火）１７時 

(3)提出方法 持参または郵送 

              なお、郵送の場合は、配達日時および配達されたことを証明できる方法とする。 

 

６ 質問の受付および回答 

（１） 提出期限 令和８年３月２４日（火）１７時 

（２） 提出方法 質問書に必要事項を記入し、電子メールにて提出 

(3) 回答方法 質問提出者および参加申込みのあった者全員に３月２７日（金）１７時 

までに電子メールで送信する。 

 

７ 提案書について 

    委託業務の内容および別添仕様書を踏まえた上で、仕様書の内容を実現するための具体的な企画提

案を記載すること。また、企画提案書の審査は【別表】審査評価基準に基づいて行うため、同基準の内容を



盛り込むこと。 

（1）提出書類（正本１部、副本７部） 

ア 提案書鑑（様式第６号） 

イ 提案書（任意様式） 

ウ 見積書（様式第７号） 

（２）提出期限 令和８年４月９日（木）１７時（必着） 

（３）提出方法 「１２ 担当課」に持参または郵送すること。 

持参の場合、受付は土、日、祝日を除く８時３０分から１７時１５分まで行う。郵送の場合は、配達日時およ

び配達されたことを証明できる方法とする。 

 

８ 審査方法 

企画提案書を提出した者（以下「提案者」という。）によるプレゼンテーションを実施し、別途設置する審

査委員会において【別表】審査評価基準に基づき企画提案書の審査を行い、優先交渉権者を選定する。 

プレゼンテーションは、対面もしくは審査委員会が指定するビデオ会議システムにより令和８年４月 

１３日（月）の実施を予定しているが、詳細は提案者に別途通知する。なお、プレゼンテーションを実施する

ために要する費用（機材、通信費等）については、提案者の負担とする。 

 

９ 審査結果の通知 

審査結果は、各提案者に対して、令和８年４月１７日（金）までに電子メールにて通知する。審査内容およ

び審査結果について、異議は一切認めない。 

 

1０ 契約の締結 

契約の締結については、審査委員会にて選定された優先交渉権者と提案書類等に記載された内容に

基づき契約内容および見積額に係る協議を行い（提案書の趣旨を逸脱しない範囲内での内容変更等を

含む。）協議が整い次第、見積徴収を実施し地方自治法施行令第１６７条の２第２項に基づく随意契約の

方法で委託契約を締結する。 

辞退その他の理由により優先交渉権者と契約できない場合は 、次点の提案者と契約の交渉を行う。 

なお、委託先候補者が福井県の利用する電子契約サービスによる契約を希望する場合は、見積書提出

と同時に、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を提出すること。 

様式： 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dx-suishin/denshikeiyaku_intro_d/fil/densi-

keiyaku-kakuninsyo.docx 

提出先（e-mail）: zaikatsu@pref.fukui.lg.jp 

      ※電子契約サービスに関しては、以下のＵＲＬを参照のこと。 

      https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dx-suishin/denshikeiyaku_intro.html 

 

 

 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dx-suishin/denshikeiyaku_intro_d/fil/densi-keiyaku-kakuninsyo.docx
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dx-suishin/denshikeiyaku_intro_d/fil/densi-keiyaku-kakuninsyo.docx
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dx-suishin/denshikeiyaku_intro.html


1１ その他留意事項 

（１）本企画提案のために要する費用は、全て参加者の負担とする。 

（２）提出後は、提出書類の差替え等は一切認めない。 

（３）提出された書類等は、返却しない。 

（４）提出された書類等は、審査および説明のため、写しを作成し使用することができるものとする。 

（５）参加申請書の提出後に本プロポーザルを辞退する場合は、辞退届（様式第８号）を企画提案書の提出

期限（必着）までに、持参または郵送により提出すること。 

（６）令和８年福井県議会２月定例会において、本委託業務に係る予算案が可決・成立しない場合は、今回の

企画提案による委託業務の執行は行わない。 

 

１２ 担当課 

 〒９１０－８５８０ 福井市大手３丁目１７－１ 

  福井県総務部財産活用課施設長寿命化グループ（担当 藤井） 

ＴＥＬ：０７７６－２０－０２５１ 

     ＦＡＸ：０７７６－２０－０６２８ 

   E-mail：zaikatsu@pref.fukui.lg.jp 

  

mailto:zaikatsu@pref.fukui.lg.jp


【別表】 

審査評価基準 

評価項目 評価の着目点 

業

務

実

施

体

制 

会社の業務実績 過去１０年間の類似業務の実績の内容およびその件数 

【類似業務】 

・公共施設のマネジメントに関する技術支援業務実績 

・公共施設等総合管理計画策定の業務実績 

・個別施設計画（長寿命化計画）策定の業務実績 

・公共施設包括管理の業務実績 

 

・専門知識を十分に有した者が参画し、これまでに類似の取組実績を

有しているか。 

業務実施体制 ・業務遂行に適切な人員体制が確保されているか。 

・適切な役割分担がなされているか。 

業務内容の理解 ・第２期福井県公共施設等総合管理計画において示す課題等を理解

し、仕様書に沿った考え方や進め方、検討方法が示されているか。 

企

画

提

案

力 

躯体調査結果の確認や、

集約化検討に対する支援

の考え方について 

・技術的な視点から、躯体調査の分析基準や建物の確認事項が提案さ

れているか。 

・集約化検討にあたって必要となる調査項目が提案されているか。 

長寿命化計画策定の優先

順位付けや、仮設庁舎の

要否の考え方について 

・優先順位付けに関する基準や方策などが提案されているか。 

・仮設庁舎の要否検討に関する基準などが提案されているか。 

建替施設に対する事前協

議事項に関する考え方に

ついて 

・延床面積の抑制やライフサイクルコストの縮減につながる建物の仕様

等を協議できる事前協議の様式が提案されているか。 

追加提案 ・仕様書の内容を超え、提案事業者のノウハウや知識、経験を生かした

創意工夫が提案され、その内容が優れているか。 

 


